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１．ふるさと財団の目的

民間能力を活用した地域の活性化とは

民間能力を活用した地域の活性化を支援
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２．ふるさと財団のあゆみ

 地方公共団体が地域の創意工夫を生かしながら民間事業活動等を支援す

ることができるようにするため昭和６３年に設立

 「第４次全国総合開発計画」や「ふるさと創生事業」における、地域主導の

地域づくりの考え方と軌を一にするもの → 現在の「地方創生」へ継承

 「ふるさと融資」は、約９００団体で活用され、累計件数約４，０００件、融資

総額１兆円超（令和３年度末）

 これまで時代やニーズの変化に合わせて、地域再生や公民連携の推進な

ど、時代の流れを見据えた事業を展開

 地方は様々な地域課題が山積 → 今後も柔軟に新しい課題へ対応

（Society5.0時代における地域イノベーション促進等）

ふるさと創生から地方創生まで
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（参考）ふるさと財団のあゆみ（年表１）
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(参考)ふるさと財団のあゆみ（年表２）
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３．ふるさと財団ができること（１／２）

 地域の活性化に資する公益性の高いプロジェクトを地域で支えるもの

 無利子融資。資金調達のための地方債利子に対しては地方交付税措置（７
５％）

 ふるさと財団は、ふるさと融資の窓口（地方自治体から包括的に受託）

自治体による民間プロジェクトに対する貸付 ＝ ふるさと融資
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３．ふるさと財団ができること（２／２）

 総務省はじめ国との連携（政策面、人材面）

 民間企業や自治体からの歴代出向職員による全国的ネットワーク

 調査研究会や各種事業を通じ、地域振興関係の専門家との日常的な交流

（→毎年度、１５０名を超える専門家に委員等委嘱）

民間企業、自治体、専門家の情報とネットワークの活用
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４．ふるさと財団の事業体系
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５．ふるさと財団の主な自治体向け事業
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６．ふるさと財団の専門家ネットワーク
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７．ふるさと財団の事業の特徴
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（参考）支援事例①
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（参考）支援事例②
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（参考）支援事例③
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ご清聴ありがとうございました

＜連絡先＞
一般財団法人 地域総合整備財団（ふるさと財団）

開発振興部 開発振興課
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-8-1

麹町クリスタルシティ東館12階
kaihatsu-ka@furusato-zaidan.or.jp
tel. 03-3263-5758 fax. 03-3263-7423


